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　ページへの「いい
ね！」や記事のシェア
をぜひお願いします。

Facebookで
情報発信しています！

国・県・市町村
からのお知らせ

「成年後見制度」を
知っていますか？

　認知症や障がいにより判断能力
が不十分となり、財産管理や契約
することなどが困難となった方を
保護・支援する制度です。
「法定後見制度」
　家庭裁判所に申立てをすること
で、成年後見人などが選ばれる制度
「任意後見制度」
　将来に備え、後見人になってもら
いたい人に、代わりにしてもらいた
いことを契約で決めておく制度
※詳細は問合せください。
■�問合せ：保健福祉課高齢者支援
係☎0234-43-0490

　福祉係☎0234-43-0818

楯山公園クリーン作戦に
ご協力ください

　桜の名所「楯山公園」では、今
年も桜の開花に先立ち、公園内を
清掃するクリーン作戦を実施しま
す。
●�日時：4/10㈰�6:30～7:30
●場所：楯山公園
●�内容：公園内のゴミ、落ち葉拾い
※�軍手は各自ご持参ください。ま
た運搬用台車(一輪車)のある方
はご持参ください。
■�問合せ：町観光協会（商工観光
課観光物産係内）

　☎0234-42-2922

後期高齢者医療保険料の
保険料率などが変わります

　令和４・５年度の保険料率は保
険料の賦課限度額と併せて、次の
とおり改定されます。
【保険料率】
●所得割率：8.68％→8.80％
�（所得に応じて負担していただく
　分を算定する際の率）
●�均等割額：43,100円（変更な
し）※加入者が公平に負担する分

【保険料の賦課限度額】
●賦課限度額：64万円→66万円
※�詳細は７月に送付されるリーフ
レットに記載されます。

■�問合せ：県後期高齢者医療広域
連合☎0237-84-7100

庄内町からの
お知らせ

個人町県民税の
申告期限を延長します

●期限：4/15㈮※土日祝日を除く
●場所：庄内町役場B棟
●受付時間：
　9:00～11:00、13:30～15:00
●留意点：
　�①この期限延長は、新型コロナ
ウイルス感染症の影響により期
限までに申告・納付などするこ
とができないと認められるやむ
を得ない理由がある場合、簡易
な方法により個別に延長できる
ようになったものです。
　②事前に予約してください。
　�③延長期間中に申告された場合、
個人町県民税額および各種保険
料の当初算定に間に合わないこ
とがあります。
■�問・申込み：税務町民課住民税
係☎0234-42-0143

在宅酸素療法者助成
医療機関通院交通費助成

　10月分から３月分までの在宅酸
素療法者助成、通院交通費助成に
ついて受付を行います。

【在宅酸素療法者助成】
●�対象：呼吸器機能障害による身
体障害者手帳（１級、２級除く）
を所持し、医師の処方により在宅
酸素療法を行っている方

●�提出書類：支給申請書（入院や
施設入所などの療法休止期間を
伺います）
※以下は新規の場合のみ必要
　�登録申請書、使用指示書（医療機
関の証明が必要）または使用証明
書（機器業者の証明が必要）
【医療機関通院交通費助成】

●対象：次のいずれにも該当する方
　①�人工透析療法を受けるため、医

療機関に交通機関（自家用車を
含む。医療機関の送迎車は除
く）を利用して通院している方

　②�本人および同居生計中心者の令
和３年分所得税非課税世帯の方

　③�生活保護法などの他の法令に
より通院交通費の給付を受け
ていない方

●�提出書類：申請書（自家用車の
場合は、片道の距離が必要）、
医療機関通院報告書（通院先医
療機関での証明必要）

【共通事項】
●�持ち物：上記提出書類、身体障
害者手帳、印鑑
●提出期限：4/4㈪必着
※�前回該当した方には既に書類を
送付しています。新規で助成を
受ける方は、保健福祉課であら
かじめ書類を受け取り、医療機
関または機器業者より証明を受
けてください。
■�問・提出先：保健福祉課福祉係
　　　　　　　☎0234-42-0146

障がいのある方に対する軽自
動車税（種別割）の減免

　障がいのある方が所有する軽自
動車で、一定の要件に該当する場
合は、申請により軽自動車税（種
別割）の減免を受けることができ
ます。
●�対象：身体障害者手帳、療育手
帳、精神障害者保健福祉手帳、
戦傷病者手帳の交付を受けてい
る方のうち、特定の区分・級に
該当する方※詳しい障がいの区
分、級別などは問合せください。
●�車検証の名義人：ご本人名義の
軽自動車に限ります。（18歳未
満は、同居し生計を同じくする
方名義も可）
●�受付期間：3/16㈬～5/2㈪
　�8:30～17:15※5/3㈫以降受付
の場合は減免できません。
●�申請場所：税務町民課住民税係、
立川総合支所総合支所係
●�持ち物：車検証、運転免許証
（運転する方）、障害者手帳など、
軽自動車税（種別割）納税通知
（4/15㈮頃発送予定）、マイナ
ンバーカードまたは通知カード
■問合せ：税務町民課住民税係
　　　　　☎0234-42-0144

国民年金学生納付特例制度

　20歳になると学生でも国民年
金に加入しなければなりませんが、
前年所得が一定額以下の場合、保
険料の納付を猶予することができ
ます。申請する場合は、学生証の
写しか在学証明書を持参し、役場
窓口で手続きしてください。
●�対象：学校教育法に規定する大
学（大学院）、短期大学、高等学
校、高等専門学校、専修学校お
よび各種学校（修業年限１年以
上である課程）に在学する学生
※�令和３年度に申請された方で、
令和４年度も引き続き在学予定
の方には、４月初めにハガキ形
式の申請書が日本年金機構から
送付されますので、必要事項を
記入し返送してください。
※�保険料の納付を希望される場合
は年金事務所にご連絡ください。
■�問合せ：鶴岡年金事務所
　�☎0235-23-5040、税務町民
課町民係☎0234-42-0133

各種団体
からのお知らせ

庄内町郷土史研究会総会・
記念講演・新規会員募集

　記念講演終了後、総会を行います。
●日時：3/23㈬�13:30～14:50
●場所：余目第二公民館
●�講演内容：酒井家庄内入部400
年の歩みについて

●講師：致道博物館主任学芸員
　　　　菅原義勝氏
●参加料：無料
●新規入会料：年会費2,500円
■�問合せ：庄内町郷土史研究会会長
　志田重一☎0234-42-3205

国家公務員採用試験

試験名 申込期間(イン
ターネット)

第１次
試験日

総合職
(院卒・大
卒程度)

3/18㈮�9:00
～4/4㈪ 4/24㈰

一般職
(大卒程度)

3/18㈮�9:00
～4/4㈪ 6/12㈰

一般職
(高卒者)

6/20㈪�9:00
～6/29㈬ 9/4㈰

■�問合せ：人事院東北事務局第二
課試験係☎022-221-2022
�ht tps ://www.j in j i .go . jp/
saiyo/saiyo.html

困ったら１人で悩まず
行政相談委員へ

　国・特殊法人・独立行政法人な
どの仕事、手続、サービスなど
で、お困りになっていること、納
得のいかないこと、要望したい
ことなどありませんか。総務大
臣が委嘱している行政相談委員が、
「無料」「秘密厳守」でご相談に
応じます。
●日時：4/6㈬�13:30～15:00
●場所：狩川まちづくりセンター
■問合せ：総務課文書法制係
　　　　　☎0234-42-0126

●日時：6/2㈭～6/3㈮
　※乙は6/2㈭のみ
●場所：酒田勤労者福祉センター
●定員：100人
●申込期間：3/31㈭～4/7㈭
●�申込方法：インターネット・FAX
■�問合せ：(一社)山形県
消防設備協会

　☎023-629-8477

甲乙同時防火管理者講習

有
料
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告


